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備考欄の＊は、外務省の開示文書であることを示す
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甲 標 題 作成者
（原本・写しの別） 作成年月日

立証趣旨
備考

米国 WMD 報告警の * 
概要。
イラクにおける大彙

「大量破壊兵器に係る米
写外務省北米

破壊兵器及び米回諜

20 
国の情報能力に関する委

報機関によるインテ

員会」（いわゆる WMD 委 し 第一課 リジェンス（諜報）活

員会）最終報告書の概要
2005.4.1 動に関する米国によ

る評価・分析内容等の
記載のある報告書が
作成・公表されている

こと C

「大蓋破壊兵器に関する
外務省軍備

* 

21 
米国独立委員会報告書」 写

（イラクにおける大蘊破 し
管理軍縮化 同上

壊兵器）
2005.4.6 

英国バトラー報告書 * 
の概要。
イラクにおける大彙

折田正樹英
破壊兵器及び英国諜

22 
電信文「イラク情勢（「バ 写 国大使（当

報機関によるインテ

トラー報告」）」 し 時）
リジェンス（諜報）活

2004、 7. 14 
動に関する英国によ
る評価・分析内容等の
記載のある報告書が
作成・公表されている
こと。

23 

英国チルコット委員 抄訳付
会報告書の概要。

の

英国チルコ イラク情勢、イラクに

英国チルコット委員会報
ッド委員会 おける大彙破壊兵器

1 告書（セクション 3. 6, 
写 （和訳部分 及びイラク戦争の法

3. 7, 3. 8, 4. 3, 5 の抜粋）
し は原告代理 的根拠等に関する英

I 人による） 国による評価・分析内

5 
2016, 7.6 容等の記載のある報

告書が作成・公表され
ていること。
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オランダ・ダーヴィッ 和訳付
ツ委員会報告書の概

オランダ・ダ 要。
ーヴィッツ イラクにおける大蓋

オランダ報告書（英語版
写
委員会 破壊兵器及びイラク

24 要約及び結論部分の抜 （和訳部分 戦争の法的根拠等に
粋）、 し

は原告代表 関するオランダによ
者による） る評価・分析内容等の
2010. 1. 12 記載のある報告書が

作成・公表されている
こと。

イラクの大量破壊兵 * 
器に関するオースト

電信文「イラクの大量破 ラリア政府報告書の
大島賢三オ 概要。壊兵器に対する情報機
ーストラリ イラクの大量破壊兵

関の分析に関する豪州 写
ア大使（当 器に対する情報機関25 

政府調査報告書の発表」 し
時） の分析に関するオー（報告書添付の原文略）
2004.7.26 ストラリアによる評

価・分析等の記載のあ
る報告書が作成・公表

されていること。
大量破壊兵

米国 WMD 委員会
甲 20,

器に関する 21 の報
合衆国のイ 報告書において、過 告書原
ンテリジェ 去のイラクの大量 文の表

合衆国大統領に対する報
写
ンス能力に 破壊兵器の状況や 紙及び

26 告書（表紙及び目次部分
し
関する委員 情報機関による開 目次の

の一部の抜粋） 会 戦前の評価の誤り 一部
（和訳部分 について論じた部
は原告代理 分は注を含めて約
人による） 2 0 0 頁あること。
2005.3.31 

英国バトラー委員 甲 22 の
会報告書において、 報告書

英国バトラ
過去のイラクの大 原文の大量破壊兵器に関するイ ー委員会
贔破壊兵器の状況 表紙及

ンテリジェンスの検証 写 （和訳部分
や情報機関による び目次27 

（表紙及び目次部分の一 し は原告代理
開戦前の評価の誤 の一部部の抜粋） 人による）
りについて論じた2004.7.14 
部分は約 8 0 頁あ
ること。
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外務省が、情報提供元
である国連機関を明

外務省ウエブページ「イ
記したうえで、イラク

28 
ラクにおける大葦破壊兵 写 外務省

の大量破壊兵器問題

器間題（参考）」 し 200.3. 10 
（イラクによる隠匿

や査察回避等）に関す
る具体的記述をウエ
ブサイトで公表して
いること。

; 

外務省ウエブページ
外務省が国連報告に

「UNSCOM及び
基づいてイラクの大

29 UNMOYIC報告によるイ
写 外務省 鑑破壊兵器疑惑のう

ラクの大量破壊兵器疑惑
し 2006.6 ち主要と外務省が考

（主なもの）」
えている事項を公表

していること。

英国の法務総裁によ * 
るイラクに対する武

「対イラク軍事行動の法 外務省条約
カ行使の法的根拠に

30 的根拠に関する英法務総
写

局法規課
関する見解。

裁の見解（仮訳）」
し

2003.3.18 
同見解をイラク戦争
の開戦前までに日本
の外務省が入手検討
していたこと。

「イラクの大量破壊兵器 * 
問題（我が国の武力行使

写 外務省
日本政府のイラクに

31 支持理由と事実認織） ~ 
これまでの政府見解•国

し 2004、 10.5
対する武力行使の法
的根拠に関する見解

会答弁のまとめ」

「対イラク武力行使 写 外務省
* 

32 
法的根拠」 し （日付不明）

同上
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本件文書 1 の検証対

外務省
象となった「2002

外務省ウエブページ 「対外情報
年初めから 2 0 0 3 

年 3 月」以降に、外務
33 「対外情報機能の強化に

写 機能強化に

向けて」
し 関する懇談

省の情報組織は主要

会」
な改編を遂げている

2005.9.1 こと、情報機関は日々
改編・改良がなされて
いること等

イラク戦争開戦前で マーカ

ある 2003 年 3 月の外 ーによ
務大臣会見において、 る強調

ば
川口順子外務大臣（当 は原告

外務省ウエプページ 時）が、対イラク問題 代理人

「外務大臣会見記録（3
し について、関係各国の

34 外務省
月 18, 14, 11, 7, 4 日付）」 2003.3 

名称や面談相手を詳

（抜粋） 細に説明し、あるいは
対イラク武力行使に
関する国際法上の法
的側面について見解
を明らかにしている
こと等
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